
 

障害者の権利に関する条約（抄） 

  

 

第一条 目的 

 この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有

を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目

的とする。 

 障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々

な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げら

れることのあるものを含む。 

 

第二条 定義 

 この条約の適用上、 

 「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能

なマルチメディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗読者による意思疎通の形態、手段及

び様式並びに補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式（利用可能な情報通信技術

を含む。）をいう。 

 「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。 

 「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、

政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等に

すべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的

又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別（合理的配

慮の否定を含む。）を含む。 

 「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又

は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合にお

いて必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 

 「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能

な範囲ですべての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。

ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための支援装置が必要な場合には、これを

排除するものではない。 

 

第三条 一般原則 

 この条約の原則は、次のとおりとする。 

（a）固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む。）及び個人の自立を尊重すること。 

（b）差別されないこと。 
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（c）社会に完全かつ効果的に参加し、及び社会に受け入れられること。 

（d）人間の多様性及び人間性の一部として、障害者の差異を尊重し、及び障害者を受け入

れること。 

（e）機会の均等 

（f）施設及びサービスの利用を可能にすること。 

（g）男女の平等 

（h）障害のある児童の発達しつつある能力を尊重し、及び障害のある児童がその同一性を

保持する権利を尊重すること。 

 

第四条 一般的義務 

１ 締約国は、障害を理由とするいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及

び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、

締約国は、次のことを約束する。 

（a）この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置

その他の措置をとること。 

（b）障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止する

ためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとること。 

（c）すべての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れること。 

（d）この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関が

この条約に従って行動することを確保すること。 

（e）個人、団体又は民間企業による障害を理由とする差別を撤廃するためのすべての適当

な措置をとること。 

（f）障害者による利用可能性及び使用を促進し、並びに基準及び指針の整備に当たりユニ

バーサルデザインを促進するため、第二条に定めるすべての人が使用することのでき

る製品、サービス、設備及び施設であって、障害者に特有のニーズを満たすために可能

な限り最低限の調整及び最小限の費用を要するものについての研究及び開発を約束し、

又は促進すること。 

（g）障害者に適した新たな技術（情報通信技術、移動補助具、装置及び支援技術を含む。）

であって、妥当な費用であることを優先させたものについての研究及び開発を約束し、

又は促進し、並びにその新たな技術の利用可能性及び使用を促進すること。 

（h）移動補助具、装置及び支援技術（新たな技術を含む。）並びに他の形態の援助、支援サ

ービス及び施設に関する情報であって、障害者にとって利用可能なものを提供するこ

と。 

（i）この条約において認められる権利によって保障される支援及びサービスをより良く提

供するため、障害者と共に行動する専門家及び職員に対する研修を促進すること。 

 



２ 締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現を漸

進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、また、

必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束する。ただし、この条約に定め

る義務であって、国際法に従って直ちに適用可能なものに影響を及ぼすものではない。 

３ 締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施に当たり、並びにそ

の他の障害者に関する問題についての意思決定過程において、障害者（障害のある児童を

含む。）を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させ

る。 

４ この条約のいかなる規定も、締約国の法律又は締約国について効力を有する国際法に

含まれる規定であって障害者の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものでは

ない。この条約のいずれかの締約国において法律、条約、規則又は慣習によって認められ、

又は存する人権及び基本的自由については、この条約がそれらの権利若しくは自由を認

めていないこと又はその認める範囲がより狭いことを理由として、それらの権利及び自

由を制限し、又は侵してはならない。 

５ この条約は、いかなる制限又は例外もなしに、連邦国家のすべての地域について適用す

る。 

 

第五条 平等及び差別されないこと 

１ 締約国は、すべての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいかなる

差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める。 

２ 締約国は、障害を理由とするあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差

別に対しても平等のかつ効果的な法的保護を障害者に保障する。 

３ 締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供さ

れることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

４ 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条約に

規定する差別と解してはならない。 

 

第七条 障害のある児童 

１ 締約国は、障害のある児童が他の児童と平等にすべての人権及び基本的自由を完全に

享有することを確保するためのすべての必要な措置をとる。 

２ 障害のある児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主と

して考慮されるものとする。 

３ 締約国は、障害のある児童が、自己に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の

意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に適した支援を提供

される権利を有することを確保する。この場合において、障害のある児童の意見は、他の

児童と平等に、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 



第八条 意識の向上 

１ 締約国は、次のことのための即時の、効果的なかつ適当な措置をとることを約束する。 

（a）障害者に関する社会全体（家族を含む。）の意識を向上させ、並びに障害者の権利及び

尊厳に対する尊重を育成すること。 

（b）あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見及び有害な慣行（性

及び年齢を理由とするものを含む。）と戦うこと。 

（c）障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。 

２ このため、1の措置には、次のことを含む。 

（a）次のことのための効果的な公衆の意識の啓発活動を開始し、及び維持すること。 

  （1）障害者の権利に対する理解を育てること。 

  （2）障害者に対する肯定的認識及び一層の社会の啓発を促進すること。 

  （3）障害者の技術、価値及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の貢献につ

いての認識を促進すること。 

（b）教育制度のすべての段階（幼年期からのすべての児童に対する教育制度を含む。）にお

いて、障害者の権利を尊重する態度を育成すること。 

（c）すべてのメディア機関が、この条約の目的に適合するように障害者を描写するよう奨

励すること。 

（d）障害者及びその権利に関する啓発のための研修計画を促進すること。 

 

第九条 施設及びサービスの利用可能性 

１ 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを

可能にすることを目的として、障害者が、他の者と平等に、都市及び農村の双方において、

自然環境、輸送機関、情報通信（情報通信技術及び情報通信システムを含む。）並びに公

衆に開放され、又は提供される他の施設及びサービスを利用することができることを確

保するための適当な措置をとる。この措置は、施設及びサービスの利用可能性における障

害及び障壁を特定し、及び撤廃することを含むものとし、特に次の事項について適用する。 

（a）建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設（学校、住居、医療施設及び職場

を含む。） 

（b）情報、通信その他のサービス（電子サービス及び緊急事態に係るサービスを含む。） 

２ 締約国は、また、次のことのための適当な措置をとる。 

（a）公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用可能性に関する最低基準及

び指針の実施を発展させ、公表し、及び監視すること。 

（b）公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体が、障害者

にとっての施設及びサービスの利用可能性のあらゆる側面を考慮することを確保する

こと。 

（c）障害者が直面している施設及びサービスの利用可能性に係る問題についての研修を関



係者に提供すること。 

（d）公衆に開放された建物その他の施設において、点字の標識及び読みやすく、かつ、理

解しやすい形式の標識を提供すること。 

（e）公衆に開放された建物その他の施設の利用可能性を容易にするための生活支援及び仲

介する者（案内者、朗読者及び専門の手話通訳を含む。）を提供すること。 

（f）障害者による情報の利用を確保するため、障害者に対する他の適当な形態の援助及び

支援を促進すること。 

（g）障害者による新たな情報通信技術及び情報通信システム（インターネットを含む。）の

利用を促進すること。 

（h）情報通信技術及び情報通信システムを最小限の費用で利用可能とするため、早い段階

で、利用可能な情報通信技術及び情報通信システムの設計、開発、生産及び分配を促進

すること。 

 

第二十四条 教育 

１ 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、

かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とするあらゆる段階におけ

る障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。 

（a）人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに

人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。 

（b）障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最

大限度まで発達させること。 

（c）障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。 

２ 締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。 

（a）障害者が障害を理由として教育制度一般から排除されないこと及び障害のある児童が

障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこ

と。 

（b）障害者が、他の者と平等に、自己の生活する地域社会において、包容され、質が高く、

かつ、無償の初等教育の機会及び中等教育の機会を与えられること。 

（c）個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。 

（d）障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を教育制度一般の下で受

けること。 

（e）学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致す

る効果的で個別化された支援措置がとられることを確保すること。 

３ 締約国は、障害者が地域社会の構成員として教育に完全かつ平等に参加することを容

易にするため、障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得する

ことを可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。 



（a）点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに適応

及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にすること。 

（b）手話の習得及び聴覚障害者の社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。 

（c）視覚障害若しくは聴覚障害又はこれらの重複障害のある者（特に児童）の教育が、そ

の個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社

会的な発達を最大にする環境において行われることを確保すること。 

４ 締約国は、1の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字について

能力を有する教員（障害のある教員を含む。）を雇用し、並びに教育のすべての段階に従

事する専門家及び職員に対する研修を行うための適当な措置をとる。この研修には、障害

についての意識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手

段及び様式の使用並びに障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れる

ものとする。 

５ 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、職業訓練、成

人教育及び生涯学習の機会を与えられることを確保する。このため、締約国は、合理的配

慮が障害者に提供されることを確保する。 


